
相模原市パートナーシップ事業助成金交付要綱 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、市民団体が他の団体と連携して行う新たな公益的な活動

（以下「パートナーシップ事業」という。）に要する経費の一部を助成するこ

とに関し、必要な事項を定める。 

 

（助成の目的） 

第２条 パートナーシップ事業助成（以下「助成」という。）は、前条に掲げた

パートナーシップ事業の初動期の取り組みを支援することにより、市民と市民、

市民と行政のパートナーシップによるまちづくりを推進することを目的とす

る。 

 

（助成の対象となるパートナーシップ事業） 

第３条  助成の対象となるパートナーシップ事業は、次の各号に掲げる要件を満

たす活動とする。 

(１) 団体と団体が連携することにより創出された新たな活動であること。 

  (２)  相模原市民を対象とした公益的な活動であること。 

(３) 活動開始から３年以内の活動の初動期であること。 

 (４) 相模原市の総合計画及びその他の計画に反する活動でないこと。 

 (５) 相模原市及び相模原市の外郭団体による他の助成制度の対象とならな

い活動であること。 

 (６) 営利を主目的とした活動でないこと。 

 (７) 宗教的活動又は政治的活動でないこと。 

 (８) 法令に違反した活動でないこと。 

 

（助成の対象となる団体及び組織） 

第４条  助成の対象となる団体（以下「団体」という。）は、次の各号に掲げる

要件を満たす団体とする。 

  (１)  相模原市内に活動の拠点を有する団体及び組織であること。 

(２) 責任を持って事業を遂行できる団体及び組織であること。  

(３)  構成員が５人以上の団体及び組織であること。 

２  前項の規定にかかわらず、集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うお

それがある団体及び組織は、助成の対象外とする。 

 



（助成の対象とならない経費） 

第５条 次の各号に掲げる経費は助成の対象から除外する。 

  (１)  団体の運営に関わる人件費 

(２) 飲食に関する経費 

(３) 使途が不明な経費 

 

（助成金の額） 

第６条  助成金額は、総事業費の９割以内とし、３０万円を上限とする。 

２ 同一事業に対する助成は、原則として１回限りとする。 

 

（交付の申請） 

第７条  助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、次に掲げる書類を、別

に定める期間内に市長に提出しなければならない。 

  (１)  助成金交付申請書（第１号様式） 

(２) 事業企画書（第２号様式） 

  (３)  収支予算書（第３号様式） 

 (４) 団体概要（第４号様式） 

  (５)  その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、申請案件について前項に定める申請書類による審査を行い、第３条

又は第４条の要件に該当しないと認められる場合は、理由を付して、不採択と

して申請団体に通知する。 

 

（企画提案会） 

第８条 市長は、申請団体に対し、企画提案会での事業説明を求めるものとする。 

２ 企画提案会は公開とする。 

３ 市長は、前各項により事業説明を求められた団体が、正当な理由なく企画提

案会を欠席した場合は、当該申請案件を不採択として申請団体に通知する。 

 

（審査会） 

第９条 市長は、申請されたパートナーシップ事業の内容を審査するため、審査

会を設置するものとする。 

２ 審査会は第７条に定める申請書類及び第８条に定める企画提案会での事業

説明により、事業内容を審査し、その結果を市長に報告する。 

３ 審査会は、申請案件に対し、連携性、公益性、継続性、計画性、先駆性、将

来性を総合的に考慮して審査する。 

４ 市長は、前項の審査会による報告を尊重しなければならない。 



（助成の決定） 

第１０条 市長は、申請案件について、助成の採否及び助成金の交付額を決定し、

助成金交付決定通知書（第５号様式）により申請団体に通知する。 

２ 前項の場合において、市長は、助成金の交付の目的を達成するために、必要

な条件を付すことができる。 

 

（助成金の交付）  

第１１条 前条の規定により、助成金の採択を受けた団体が、助成金の交付を受

けようとするときは、助成金交付請求書（第６号様式）を、市長に提出しなけ

ればならない。 

２  市長は、助成金の交付請求があったときは、助成金を交付するものとする。 

 

(事業企画の変更) 

第１２条 助成金の交付を受けた団体が、次の各号の一に該当する場合には、遅 

滞なく事業企画変更申請書（第７号様式）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

（１）事業の内容を変更しようとするとき。 

（２）事業を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 市長は、第 1項の申請書の提出があつた場合又は前項の報告があつた場合に

は、補助金等の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。 

 

（事業実績の報告） 

第１３条 助成金の交付を受けた団体は、当該事業を完了したとき、又は助成金

の交付決定に係る市の会計年度が終了したときは、その事業の完了の日、 又

は市の会計年度が終了した日から３０日以内に、次に掲げる書類を、市長に提

出しなければならない。 

  (１)  実績報告書（第８号様式） 

（２） 事業報告書（第９号様式） 

(３) 収支決算書（第１０号様式） 

２ 助成金の交付を受けた団体は、前項に定める実績報告書を、助成金の交付を

受けた年度の翌々年度の末日までの間、主たる事務所等に備え置かなければな

らない。 

３ 助成金の交付を受けた団体は、実績報告書の閲覧の請求があった場合には、

正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならい。 

 

 



（報告会の開催）  

第１４条 市長は、前条の規定により、助成金の交付を受けた団体に対し、報告

会での事業報告を求めることができる。 

２  報告会は公開とする。 

 

（調査及び是正措置）  

第１５条 市長は、必要と認めるときは、助成金の採択を受けた団体に対し、事

業の関係資料の提出を求めるなど、必要な調査を行うことができる。 

２  市長は、前項に定める調査により不適当な事項を発見したときは、採択団体

に対し、必要な是正措置を求めることができる。 

 

（助成金の取り消し等）  

第１６条 市長は、助成金の採択を受けた団体が次のいずれかに該当する場合は、

助成金の交付について一部もしくは全部を取り消し、既に助成金が交付されて

いる場合には、助成金の一部もしくは全部の返還を命じることができる。 

(１)  助成金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき。 

(２) 助成金を助成対象事業以外に使用したとき。 

(３) 助成金交付の条件等、この要綱の規定に従わないとき。 

(４) 前条の調査又は是正措置の要求に応じないとき。 

 

（制度の見直し） 

第１７条 この要綱に基づく助成制度については、制度実施から３年を経過した

時点で見直しを行う。 

 

（委 任）  

第１８条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

       附  則 

   この要綱は、平成１６年６月１日から施行する。 

       附 則 

この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。 

    


